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午前９時２４分開会 

○委員長（村岡 峰男） おはようございます。定刻

にはまだちょっと時間がありますが、おそろいです

ので、始めたいと思います。 

 ４月もまだ１３日なのに、５月か６月のような天

気が今日で３日目、４日目かな、大変調子が狂いそ

うですが、あしたから元に戻りそうな、あるいはあ

さってから何か随分寒いような日も来るようです

が、どうぞ体調管理に気をつけて、しっかりと追い

ついていかなあかんなと。とりわけ私が先頭に立っ

て体調を崩さんようにせなあかんなと、皆さんを見

ながら実感をしています。 

 それでは、早速始めたいと思いますが、あとは座

ってやらせていただきます。 

 当局からの欠席はございません。 

 委員の皆さんはＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダ、ホーム、総務委員会、総務の４年４月１３日が

本日の委員会のフォルダですので、そこを開けてく

ださい。 

 本日の当局職員出席者についてでありますが、昨

年と同様に、委員会室の密集をできるだけ軽減する

ため、前半、後半の２つのグループに分けておりま

す。まず前半は、総務部、コミュニティ振興課、そ

れから税務課、各地域振興課、会計課、選管監査事

務局の職員に出席を要請しておりますので、ご了承

願います。 

 それでは、３の自己紹介に入ります。 

 今回は年度当初の委員会であり、４月の人事異動

で当局職員に異動がありましたので、ここで出席者

の皆さんに自己紹介をお願いをしたいと思います。 

 まず、正副委員長、次に委員、続いて当局職員、

最後に事務局という順でお願いをします。 

 なお、当局職員は、委員会名簿順で、マイクを使

用してお願いします。 

 改めまして、委員長の村岡です。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは。 

○委員（松井 正志） 副委員長の松井です。３月定

例会が終わってから久しぶりに役所に来ましたの

で、新人のような気持ちです。 

○委員（浅田  徹） おはようございます。浅田で

ございます。よろしくお願いします。 

○委員（小森 弘詞） おはようございます。小森弘

詞です。よろしくお願いします。 

○委員（前田 敦司） おはようございます。前田敦

司です。よろしくお願いします。 

○委員（田原 宏二） おはようございます。田原宏

二です。よろしくお願いします。 

○委員（太田 智博） おはようございます。太田智

博です。よろしくお願いします。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、当局お願いします。 

○総務部長（堂垣 真弓） おはようございます。総

務部長の堂垣でございます。新人でございますので、

よろしくお願いいたします。 

○総務部次長（上田  篤） 失礼します。総務部次

長兼ジェンダーギャップ対策室の上田でございま

す。すみません、ちょっとネクタイの着用を忘れて

おりまして、申し訳ございません、失礼しています。

（「ええで」と呼ぶ者あり）すみません。（「省力

できとる」と呼ぶ者あり） 

○総務部次長（岸本 京子） おはようございます。

総務部次長兼ジェンダーギャップ対策室参事でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。（発

言する者あり）岸本でございます。よろしくお願い

します。 

○総務課長（太田垣健二） おはようございます。総

務課長の太田垣健二でございます。３年目となりま

した。どうぞよろしくお願いいたします。 

○総務課参事（宮代 将樹） おはようございます。

総務課の文書法制担当参事をしております宮代で

す。よろしくお願いします。 

○人事課長（小川 琢郎） 失礼します、人事課長の

小川といいます。よろしくお願いします。 

○コミュニティ振興課長（若森和歌子） コミュニテ

ィ振興課の若森です。よろしくお願いします。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 税務課長の宮﨑です。よ

ろしくお願いします。 

○税務課参事（瀬崎 晃久） おはようございます。
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税務課参事の瀬崎と申します。よろしくお願いいた

します。 

○城崎振興局地域振興課長（藤原 孝行） おはよう

ございます。城崎振興局地域振興課、藤原です。総

務は初めてですので、よろしくお願いいたします。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） おはよ

うございます。竹野振興局地域振興課参事の山根で

ございます。総務委員会３年目になります。引き続

きどうぞよろしくお願いいたします。 

○日高振興局地域振興課長（池内 章彦） おはよう

ございます。日高振興局の地域振興課長の池内です。

よろしくお願いします。 

○出石振興局地域振興課長（午菴 晴喜） おはよう

ございます。出石地域振興課の午菴といいます。最

初で最後の総務委員会、規定の年齢により、なると

思います。よろしくお願いいたします。 

○但東振興局地域振興課長（道下  一） 但東振興

局地域振興課、道下でございます。よろしくお願い

いたします。 

○会計課長（西村 嘉通） おはようございます。会

計課の西村でございます。４月からです。よろしく

お願いいたします。 

○選管監査事務局長（中川 光典） 失礼します。選

管監査事務局の中川と申します。総務委員会は引き

続きでございます。よろしくお願いします。 

○事務局主幹（山本 慎二） 事務局の山本です。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（村岡 峰男） ありがとうございました。 

 今年度は当分の間、このメンバーで委員会審査を

対応していただくこととなりますので、よろしくお

願いします。 

 なお、後半の部でも、委員の皆さんには自己紹介

をしていただきますので、ご了承願います。 

 それでは、４の協議事項に入ります。 

 委員会所管事項の事務概要についてを議題とい

たします。 

 まず、当局から一通りの説明を受けた後、各委員

から質疑等を受けたいと思います。 

 なお、委員の皆さん、当局の皆さんは、質疑、答

弁に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡

潔明瞭に行うなど、スムーズな議事進行にご協力を

お願いをいたします。 

 また、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用して発言者名を名のってから行ってい

ただきますよう、ご協力をお願いします。 

 それでは、当局からページ順で説明を願います。 

 総務部からお願いします。 

 どうぞ。 

○総務部次長（上田  篤） ジェンダーギャップ対

策室から３件ご説明いたします。ジェンダーギャッ

プ解消とワークイノベーションは私から、キャリア

デザインの推進事業は岸本次長からご説明いたし

ます。 

 ９ページをお開きください。９ページでございま

す。ジェンダーギャップ解消の推進でございます。 

 まず、現況と課題です。ジェンダーギャップの背

景には、固定的な性別役割分担意識とそれに基づく

慣行にあるっていうことが指摘されております。そ

ういう中で無意識の偏見、無意識のうちに、例えば

こうだという決めつけとか思い込みとかいうこと

なんですけど、そういうことにはまず気づいていた

だいて、それを、行動を変えていくっていうことに

つなげていくっていうことが必要であるというふ

うに認識いたしております。引き続き市民の皆さん

に対する意識啓発を進めるっていうことと、ジェン

ダー視点の主流化、これはジェンダー視点をあらゆ

る政策とか施策にちょっと反映させていくってい

うことなんですけど、ジェンダー視点の主流化に向

けた庁内推進体制の整備ですとか女性のエンパワ

ーメント、力をつけるということを含む人材育成を

行う必要があるというふうに考えております。 

 次に、基本方針です。昨年３月に策定しましたジ

ェンダーギャップ解消戦略に沿って、職場、家庭、

地域、学校などを対象とした、まち全体のジェンダ

ーギャップ解消に向けた取組を進めていきます。そ

して、目指す姿の実現に向けてジェンダーギャップ

解消の必要性を認識して、まず、人ごとではなくて

自分ごととして捉えていただいて、行動される市民
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というのを増やしていくということを基本方針と

いたしております。 

 ２０２２年度の主な事業ですが、まず１つ目は、

戦略の進行管理とジェンダー視点の主流化の推進

っていうことで、２つ目が、市民の理解拡大と浸透

に向けた戦略説明会とワークショップを昨年度に

引き続き実施していきます。対象としましては、地

域コミュニティ組織、あと教員など、昨年は保育所、

こども園、幼稚園の幼稚園教諭とか保育所を対象に

したんですけど、今年度は小・中学校の教諭等も教

育委員会の協力をいただきながら進めていきます。 

 ３つ目です。仮称ですが、みらい塾の開催という

ことで、特に政策、方針決定等に女性の参加機会の

拡大っていうのを進めていくために、人材育成プロ

グラムを実施していきます。大体７月ぐらいから５

回シリーズで予定いたしております。 

 次に、４番が、これは新規事業です。これも、男

性の座談会の開催ということで、ジェンダーギャッ

プ解消というと、女性だけが対象ではなくて当然男

性も対象になります。男性に向けて、いろんな生き

づらさとかを抱えるっていうこともお聞きしてま

すんで、その辺り、男性対象の座談会というのを、

専門家をお呼びしてちょっと進めていきたいと思

ってます。 

 ５つ目が、これも継続で、意識啓発の漫画等を利

用したツールというものを作っていきたいと思っ

てます。 

 ６つ目が、ジェンダーフリーを題材にした絵本と

かを幼稚園、保育園などに３９か所配付する予定と

いたしております。 

 ７つ目が、キャリア相談とか就職相談や各セミナ

ーを、みらい応援Ｒｏｏｍ、アイティ４階のＷＡＣ

ＣＵ ＴＯＹＯＯＫＡにあるお部屋なんですけど、

そこを中心にセミナーとか相談業務っていうのを

開催して、子育て中の女性の就労支援に取り組んで

いきたいっていうように考えております。 

 次、１０ページをお開きください、１０ページで

ございます。次の２つ目、ワークイノベーションの

推進です。 

 現況、課題のとこですが、市内でも就労に関する

大きな課題として男女のギャップというのがあり

ます。特に性別に見る収入額を見ると、雇用形態の

差とかによる収入格差っていうのが見られるって

いうことでございます。 

 ２つ目に書いてます。特に経営者とか管理職、市

内事業所の経営者などが、多くのジェンダーに関す

る無意識の偏見というのを、もう思い込み、決めつ

けっていうものを持っておられますんで、まずそこ

に気づいていただく。あと、自分事にしていただく

っていうことに向けた啓発が必要というふうに考

えております。 

 それと、昨年夏に暮らしの中の性別役割分担の実

態と意識調査を実施したんですが、その中でも明ら

かになってますが、男性が仕事中心で、家事、育児

の負担が女性に偏ってるっていうことが改めてそ

の現状として認識されておりますので、そこを課題

として取組を進めていきたいというふうに考えて

おります。 

 基本方針です。２０１９年１月に策定しましたワ

ークイノベーション戦略に沿って、目指す将来像と

して「ありたい姿に向かって、いきいきと働く女性

が増えている」という将来像の実現に向けて、４つ

の手段を中心に展開していきます。ＫＰＩとしまし

ては、女性従業員の３分の２以上が働きやすくて働

きがいがあると評価している事業所の数を、直近で

したら今度２０２３年の１５社、２０２７年度の５

０社を目標としてます。ちなみに２０２１年度は５

社、目標だったんですけど、１２社という実績でご

ざいます。 

 次の概要です。２０２２年度の主な事業です。経

営者、人事担当者、管理職などのターゲット別のま

たセミナーを引き続き開催していきます。 

 ２つ目には、従業員のキャリア形成、ネットワー

ク形成支援ということで、昨年に続き女性従業員向

けのワークショップ、ワークを中心としたセミナー

を力を入れるというとともに、１１ページです、１

１ページにあります（２）に男性従業員向けという

と、これも新規事業なんですけど、家事、育児等の
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仕事両立の支援ですとか無意識の偏見を学ぶセミ

ナーというのを新たに今年度開催していきます。 

 ３つ目には、従業員意識調査、これ２０１９年度

から開催してまして、この３年間で２６社、延べで、

従業員数にしたら１，４８７名の方にその意識調査

を実施したんです。これ引き続き実施して、企業の

サポートをしていくっていうことと、４つ目が表彰

制度、ワークイノベーション表彰制度のあんしんカ

ンパニーっていうのを２０２０年度から実施して

いるんですけど、２０２０年度は１社、２０２１年

度は２社で、今まで２か年で３社表彰してますが、

引き続き２０２２年度もこの表彰制度を実施して、

取組の共有化っていうんですか、市内の事業所向け

のを進めていきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、どうぞ。 

○総務部次長（岸本 京子） 私からは、１２ページ

のキャリアデザインの推進について説明をさせて

いただきたいと思います。 

 １２ページをご覧いただきたいと思います。まず、

現況と課題についてです。２０１８年度末にキャリ

アデザインアクションプランを策定いたしました。

実質の事業展開としては、現在４年目を迎えており

ます。各階層で必要とされる基礎スキルを身につけ

るという目的で実施している研修体系につきまし

ては、徐々に整いつつあると考えています。研修直

後に毎回アンケートを実施していますが、理解度、

活用度に対する意識については一定の評価を得て

おります。しかし、現場の日常業務にどの程度生か

されているかは、所属部署の仕事の性質や個人によ

って差が出ていると思われます。 

 現状の課題としては、まだまだ多くの職員が問題

解決思考、コミュニケーションに苦手意識を持って

おり、今後も継続的な研修機会の提供と実践力の強

化を図る必要があると考えています。 

 また、職員の意識調査についてですが、働きやす

く、働きがいを実感できる組織風土づくりの推進、

そしてハラスメントを許さない職場風土づくりと

ともに、組織の健康診断という観点で重要と考えて

います。 

 次に、基本方針です。キャリアデザインアクショ

ンプランに掲げております、全ての職員が能力を発

揮し、市民の暮らしを支えるために必要と位置づけ、

３つの柱を設けています。１つ目が、自律的なキャ

リア形成意識の醸成と定着、２つ目が、階層ごとに

身につけておくべきスキル習得のための研修実施、

３つ目が、男性の育児休業取得など、職場における

ジェンダーギャップ解消の推進です。これらを柱と

しまして、長期的視点に立った人材育成と働きやす

い職場づくりに取り組むこと、あわせて、２０２２

年度は後期に向けたプランの見直しの年に当たっ

ています。前期の検証作業と５年後に目指す組織の

在り方を検討し、後期プランの策定を進めます。 

 概要についてです。引き続き継続的な人材育成研

修の実施及びキャリア形成支援のためのキャリア

サポートシートの活用や、１ｏｎ１ミーティングの

手法を活用した上司と部下の信頼関係づくりを推

進します。 

 新規事業といたしまして、間近に迫った定年延長

制度への対応策として、シニア層の働き方やキャリ

アの描き方を考える機会を設ける予定をしていま

す。その中にはキャリア形成研修、あるいは若手か

ら中堅層を対象としたロジカルシンキング強化研

修、先ほど申し上げましたシニア層のキャリアプラ

ン研修ほか、係長級のセルフリーダーシップ研修な

どを予定しています。 

 ２つ目に、引き続き、男性も育児休業が取得しや

すい職場環境づくりとして、意識啓発を実施いたし

ます。この職場環境づくりの一つとして、２０２１

年度、消防の職場環境改善事業を取り組んでまいり

ましたが、今年度２年目となります。これを消防だ

けではなく、市役所全体のハラスメント予防の取組

として、その在り方を検討しつつ、今年度施行に向

けて調整を図っていきたいと思います。 

 ３つ目に、業務配分、職場配置のジェンダーギャ

ップ解消、４つ目に働きやすさ、働きがいなどに係

る職員の意識調査、これらを実施しつつ、キャリア

デザインの推進を図ってまいりたいと考えます。以
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上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、小川人事課長、ど

うぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） それでは、１３ページを

ご覧ください。人材育成の推進でございます。 

 まず、現況と課題ですけども、本市の人材育成基

本方針については、２０２１年の３月に改定を行っ

ております。それまでの計画については２００７年

５月に策定した人材育成基本方針があったんです

けども、合併後の新しい豊岡市のまちづくりに必要

な人材育成の在り方、こういったものをこの計画で

は定めておりました。この策定から１３年が経過し

て、本市を取り巻く状況が大きく変化している、そ

ういうことがございます。それから、これらに対応

して目指すまちの将来像「小さな世界都市」を実現

するために、職員一人一人の能力向上というものが

重要になってきておりますので、この改定を昨年の

３月に行っております。 

 次に、基本方針ですけども、人材育成基本方針、

それから職員研修基本方針、これらを定めまして、

これに基づいて人事制度を活用して職員の成長を

促すということ、それから課題別研修、それから専

門機関への派遣の研修、自主研修の支援、こういっ

たことを通じて職員の能力開発を図っていくとい

うこととしております。 

 それから働きやすく、働きがいのある職場である

ために、昨年度末にハラスメントの防止及び対応指

針、これを策定しております。これに基づきまして、

ハラスメントのない風通しのよい職場づくり、こう

いったことへの意識改革を図っていきたいと考え

ております。 

 概要ですけども、内部研修の中から主なものを３

つ掲げております。まず、説明力・交渉力向上研修

です。人材育成基本方針において、職員の多くに苦

手意識がある、全ての職員が磨くべき基礎力という

ふうに位置づけております説明力、これを強化する

ために、説明力・交渉力研修を実施する予定にして

おります。 

 次に、ハラスメント防止研修です。ハラスメント

のない職場づくりのために、職場環境を悪化させな

い、それから悪くなった場合には適切で速やかな対

応ができるということを目指して、ハラスメントに

関する正しい知識、スキルを身につける、それから

心理的安全性の高い職場づくりにつなげることを

目的として、この研修を実施する予定にしておりま

す。 

 それから、３番目の接遇力・クレーム対応向上研

修です。住民サービスの向上のために、接遇の基礎、

これの再確認と苦情やクレームの対応技法、これを

学ぶための研修で、会計年度任用職員も含めて実施

したいと考えております。 

 これらのほかにも、引き続き、勤務評定であると

かメンタルヘルス、課題別研修、そういった研修も

実施をする予定にしております。それから各機関、

兵庫県の自治研修所ですとか、そのほかの機関への

派遣の研修、こういったものも予定しておりますの

で、これらを通して職員の能力向上を図っていきた

いと考えております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、若森コミュニティ

振興課長。 

○コミュニティ振興課長（若森和歌子） 資料９ペー

ジになります。コミュニティ振興課からは、地域コ

ミュニティの推進についてご説明をさせていただ

きます。 

 まず、現状と……。ごめんなさい。１７ページで

す。すみません。 

まず、現状と課題です。少子化や高齢化、それか

ら人口減少で、集落単位では地域の運営が困難にな

りつつあることから、地域の課題解決のために地域

コミュニティ組織が２０１７年４月に立ち上がりま

した。市は、２０２０年の２月に策定しました地域

コミュニティビジョンに基づいて、地域コミュニテ

ィの推進を図っていく方針としております。各地域

コミュニティの取組については、まずは地域づくり

計画を策定し、その計画に基づいた活動の推進を図

ることで、地域の課題解決や魅力の創出につなげて

いくことが重要だというふうに考えております。 

 次に、基本方針です。地域コミュニティ組織が住
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民自治活動、それから地域づくり活動を継続的に行

うため、中間支援組織と協働して、地域コミュニテ

ィ組織を支援していくこととしております。 

 概要です。本年度の主な事業として、１、地域コ

ミュニティ組織への財政支援、（１）コミュニティ

づくり交付金を交付すること、それから（２）事業

立ち上げや地域づくり計画の策定のための活動促

進事業交付金を交付すること。 

 それから２です。地域コミュニティ活動への支援

として、地域づくり計画の策定のための助言や進行

管理を行っていきます。それから（２）２９全ての

コミュニティセンターに地域マネジャーを派遣し

ております。（３）です。地域運営における各種相

談の業務を行っていきたいと思っております。 

 それから３です。豊岡市地域コミュニティビジョ

ンの実現に向けた取組としまして、（１）地域づく

り戦略会議として、この会議は地域づくりの専門家

から助言を受ける会議です。それから（２）です。

地域づくり職員ネットワーク会議を開催します。こ

れは市から地域への依頼事項や、それから委員や事

業整理、それから削減に向けた検討を行うため、地

域づくりに関係の深い関係課の市職員で構成する

会議で、改善に向けていこうと思っております。 

 それから４です。住民自治運営の在り方に関する

研究として、島根大学と共同研究を継続して実施す

ることで、行政区と地域コミュニティの役割などの

整理を研究していきたいと考えております。 

 それから５です。コミュニティセンターの維持管

理です。特に大きいものとしまして、個別施設計画

に基づきまして長寿命化工事行っており、今年度は

清滝コミュニティセンターの長寿命化工事、それか

ら来年度、日高コミュニティセンターの改修に向け

た実施設計を予定しております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、宮﨑税務課長。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 次のページ、１８ページ

をご覧ください。税務課としましては、市税の適正

課税と収納対策ということでご説明いたします。 

 現況と課題です。地域経済の先行きにつきまして

は、コロナウイルス感染の動向により影響を大きく

受けると考えております。税収確保については、そ

の状況によって厳しい状況になることも予想され

ます。そのような中、市税の適正課税及び収納対策

に取り組む考えでございます。特に収納対策につい

ては、新型コロナウイルス感染症の影響も注視して

対応する必要があると考えております。 

 次に、基本方針です。課税客体の的確な把握に努

めるとともに、滞納処分の適切かつ迅速な執行を行

うことで自主財源の確保を図るとともに、税負担の

公平性を推進いたします。 

 概要としまして、１番目、市税の適正課税につき

まして、市民税については、自主申告を促すととも

に扶養控除等の調査を実施、適正課税に努めます。

また、ｅＬＴＡＸあるいはｅ－Ｔａｘを利用した電

子申告の普及を促進したいと思います。固定資産税

につきましては、現況調査及び委託調査等を活用し

て土地異動の状況の確認、未評価家屋の捕捉に努め

たいと思います。償却資産につきましては、実地調

査、帳簿調査が主になるんですが、そういう調査を

行い、適正課税に努めます。 

 ２番目、着実な滞納整理の推進ということで、個

人の財産調査や面談を通じて滞納者の担税力の把

握に努め、納付を促すとともに、担税力以上の滞納

については、滞納整理の執行停止を行うなど、個々

の生活実態に即した滞納の解消策を講じることで

滞納整理を確実に進めたいと考えております。 

 ３番目です。滞納抑止に向けた取組としまして、

税の公平性の観点から、特に納期の前には必ず防災

無線でその旨周知し、あるいは広報等も活用して、

滞納の抑止につなげたいと考えております。口座振

替の納付の推奨とともに、コンビニ納付、新しく導

入しましたスマホ収納を活用して、納付期限内の納

付を推進いたします。また、年２回、７月と１月を

予定するんですが、一斉催告を行ったり、日曜納税

相談を年２回実施して、滞納者に対して定期的に催

告状を発送するなど、特に納付のない滞納者につい

ては、速やかに滞納処分を行うことで、滞納の増大

を防ぐ考えでございます。 

 最後、４番目です。新型コロナウイルスの感染の
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影響については、引き続き注意する必要があると考

えております。納付が困難な方につきましては、柔

軟に対応していく、継続的に対応していく考えです。 

 所管委員会は違いますが、国保税につきましては、

今年度も国からコロナ減免の制度の周知がござい

ます。豊岡市につきましても取り組んでいく考えで

ございます。以上でございます。 

○委員長（村岡 峰男） 前半部分の当局の説明は終

わりました。 

 ここで皆さんから質疑等があればお願いいたし

ます。ありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（太田 智博） すみません。数点ちょっと質

問させてください。 

 まず、１３ページです。人事課の概要の部分で、

もう少し詳しく教えていただきたい点として、説明

力と交渉力向上研修というのを今回取組をされよ

うとされてますけど、交渉力の向上ってなかなか、

何をもってできてるとかできてないとかっていう

判断するのはかなり難しいのかなと思いますし、や

っぱり個々のスキルによっても大きな差はあると

思います。することはいいと思うんですけど、どう

いうとこを着地点としてこの研修をされようとさ

れているのか、１点教えていただきたいと思います。 

 次に、２つ目です。１７ページの地域コミュニテ

ィの推進で、昨年の内容も少し見させていただきな

がらなんですけど、地域づくりの計画の策定という

部分で、２９ある地区の中で策定済みが２、まだ検

討中だとかそういうのが２７ですか、昨年報告があ

ったかと思いますが、今現在、策定済みが２あった

ところがどのように変わってきてるのか、今の進捗

を教えていただけたらと思います。 

 すみません、最後いいですか、３点目。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（太田 智博） １８ページの税務課の関係で

す。私も公共料金なんか携わってるとこに勤めてま

すので、滞納という部分は少し私も過去から取り組

んだことがあるんですけど、税の公平性の観点から

広く市民の方への意識啓発に努め、滞納の抑止につ

なげるというのは、全くこれ昨年度、同じまた文章

かと思いますね。この１年間、この取組にされて、

どのような成果があったのか。一般質問の中でもあ

る議員が、滞納の関係は多分質問した経緯もあるの

かなというふうに思っておりますが、同じ内容を昨

年度も今年度も書かれてる中で、どのような成果が

今あるのか、今回３点お願いしたいと思います。 

○委員長（村岡 峰男） 順次答弁願います。 

 どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） 説明力・交渉力向上研修

についてですけども、これに取り組むきっかけにな

りましたのが、今回改定をしております人材育成基

本方針、これをつくるに当たって、実はキャリアデ

ザインの取組なんかも参考にしながら進めており

ました。その中でいろいろな課題が出てきておりま

したけども、この説明力というのが一つ重要な課題

であるということで、そこを強化していく必要があ

るということで、今回この研修をやる予定にしてま

す。 

 そこを強化するんですけども、説明力、市民の方

に理解と納得を促すような説明、スキル、そういう

ものを身につけてもらう、それから利害関係が対立

したような場合に説得する、そういう交渉力みたい

なもの、そこを勉強していただくことを目的として

ます。説明については、こちらが提供する情報みた

いなものを相手に与えて理解してもらうというと

こなんですけども、説得は、相手の方にそこを理解

していただいて、その方向に自ら協力、行動してい

ただくような行動を促すようなことが必要かなと

思ってますので、そこの辺りが習得、そこまでいか

ないとは思いますけども、そういったことを目的に

今回やりたいなと思っております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、次は誰かな。 

 どうぞ。 

○コミュニティ振興課長（若森和歌子） 地域づくり

計画の策定の進捗状況についてということでご質

問をいただきました。 

 ３月末と思っていただいたらと思うんですけれ

ども、策定済みが３地区、それから策定中が今１９
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っていうところです。その中で、１９のうち５つの

地区につきましては総会での決定を待つ状況にな

ってまして、この５つについては、もう本当、総会

が終わったら策定というところに移るんかなとい

うふうに聞いております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） 市民への意識啓発につき

ましては、先ほども説明しましたとおり、防災無線

では必ず納期のお知らせをして、お耳に届いている

かと思います。それから広報を活用しまして、それ

ぞれ、例えば償却資産の申告の前だとか住民税の申

告の前には特集してみたりしておりますし、税のこ

とについて、隔月ぐらいの割合では何か記事を出さ

せていただいております。 

 それ以外に、税の公平性プラス、収納をどのよう

にしていただくかっていうことで、口座振替でない

方には口座振替、それから一番確実に入る方法です

ので、口座振替にしていただきたいというような、

ナッジっていうような理論がありまして、それらを

活用したチラシ、ごく簡単な、口座振替が便利です

よっていうことを端的に訴えるようなチラシを挿

入してみたりして口座振替につなげたりだとか、そ

れからスマホ収納という便利な収納方法を昨年３

月から実施しておりまして、これまだ１年たって、

どのようにそこが効果が出てるかというのは次の

年にならないとなかなか検証はできないところな

んですけど、そういったことを併用しながら収納率

を維持したいと考えておりまして、ただ、今回３月

議会で申しましたとおり、コロナ禍にありましても

収納率が落ちてない、これは我々の対策の効果なの

か、国のほうの施策がうまくいってる効果なのか定

かでないところがございますので、何とも計り知れ

ないところでございますが、そういったことで、で

きるだけ納付機会を増やすという努力をいたして

いるところでございます。以上です。 

○委員（太田 智博） それぞれの回答ありがとうご

ざいました。今の進捗、確認できましたので、引き

続き取組をしていただきたいと思います。 

 ただ１点、人材育成の観点で説得力とか交渉力、

この辺が当然、この下のほうにあります、例えばク

レームの対応策に全部つながってくるのかなと思

います。やっぱり市民の皆様もいろんな思い持って

こられるんで、ある程度着地点がないと、双方が全

然着地点のないままやってても、これクレームもそ

うですし、交渉力もそうですし、説明力も全部そう

なのかなと思うんで、やっぱり若手の職員さんがな

かなか、そういうの苦手な方が多いのかなって思い

ますので、ここにおられる皆さんはもうベテランさ

んばかりですので、そういう着地点をしっかりと指

示しながらやっていただけると、私もずっとこうい

うクレーム対応の所管にいましたので、ただ研修だ

けしてもなかなか育たないのが現状だと思います

んで、よろしくお願いをしたいなというふうに思い

ます。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、どうぞ。 

○委員（前田 敦司） じゃあ、よろしいですか。 

○委員長（村岡 峰男） はい。 

○委員（前田 敦司） 説明ありがとうございます。

私のほうからは、大きく２点お伺いしたいです。 

 まず１点目が、ワークイノベーションの推進とい

うところです。１０ページに当たるところです。ご

説明の中に、大切な、概念的なところはよくあるの

かなと思ったんですが、とある方とお話ししている

中で、働きたくても働けないお母さんがおられると。

というのが、やっぱり低学年のお子さんをお持ちの

ご家族なんかでいくと、どうしても学校が終わる時

間が早くて、何でしょう、働きたい職業につけない、

パートタイムでしかできないとか、夏休み期間にな

るとどうしても休まざるを得ない、休養、休職しな

いといけないということがあって、なかなか継続的

な仕事が難しいと。 

 それを解消するために学童というものが一つあ

るのかなと思ったりするんですが、例えばそういっ

た面での連携というところ、多分、どこだ、教育委

員会になるのか、こども育成課になるのか分かんな

いのですが、そういった部署との連携、情報共有は

どのようにされているのかというのが１点お伺い

したいのと、２点目が地域コミュニティのことです。
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１７ページになります。そちらのほうで、地域コミ

ュニティをどのように活用、活用といいますか、活

性化させていくのかっていうとこが非常に大事な

ポイントかなと思っているんですが、その中で地域

マネジャーの派遣ということがありました。 

 この地域マネジャーは会計年度任用職員として

派遣されるのかなと思うんですが、またこれもちょ

っととある方の話で、ハラスメント的な発言があっ

たというふうに伺っています。人材育成のところと

も絡んでくるとは思うんですが、この地域マネジャ

ー、多分地元の方を雇用されてるのかなとちょっと

思ったりはするんですが、そういった方に向けて人

材育成をもされているのかどうか、ちょっと複合的

な質問になってしまうんですが、その辺りもよけれ

ばお聞かせいただけたらと思います。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○総務部次長（上田  篤） 前田委員のご質問なん

ですけど、また働きたいけど働けない子育て中の女

性たくさんいる、これはおっしゃるとおりで、２０

１８年度、２０１９年度とプチ勤務っていう少日数、

短時間勤務、例えば週１日、２日とか１日当たり２

時間、３時間という、そういう勤務を市内の事業所

に切り出していただいて、そこと子育て中の女性で

今働いておられない方をマッチングするっていう

取組を２年間やりまして、これ、市内の１６事業所

で３９名の子育て中の女性が就職されました。 

 あと、子供さんが大きくなるにつれて働く時間も

増やしていくという、そういう取組なんですけど、

ちょっとコロナの影響で雇用情勢、激変しましたん

で、今ちょっと一旦中止してるんですけど、それに

代わるものとして、今度はデジタルを利用して在宅

で仕事ができるという方法、極力、なかなか働きた

くても働けないという方に対する、そういうサポー

トをしています。 

 それとあと、結構なかなか行政が苦手とする、縦

割りによる横の連携なんですけど、アイティの４階

にＷＡＣＣＵ ＴＯＹＯＯＫＡがオープンして、あ

そこに結構、教育委員会の所管の部門、例えば子育

て総合センターとか、あとファミリーサポートセン

ターとか、健康福祉部のほうの子育て何でも相談と

か、あと、総務部のジェンダーギャップ対策室が担

当しているみらい応援Ｒｏｏｍというのが同じフ

ロアにありますんで、私も結構今は半分ぐらいはそ

ちらに出向いて、横の連携っていうんですか、もう

とにかく何か縦割りっていうのをぶっ壊すってい

うことを目指して、いろいろと連携できるものは連

携していくっていうことに今努めていて、これ、ち

ょっと加速していきたいと思います。 

 あわせて、学童のほうも、ちょっと所管のほうと

またそれ調整して、できるだけ働きたいけど働けな

い子育て中の女性に働いていただけるサポートは、

ちょっと庁内で連携しながら進めていきたいとい

うふうに考えております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○コミュニティ振興課長（若森和歌子） 今、委員の

ほうから、地域マネジャーとか、コミュニティから

ハラスメント的な発言を受けたと聞いてびっくり

しまして、ちょっと衝撃を受けました。具体的なハ

ラスメントの内容について、どういった分野でのハ

ラスメントだったかをまた後でお聞かせいただけ

れば、ありがたいなと思います。 

 まず、その中で、ジェンダーな部分でしたら、例

えば、昨年度になりますけれども、ジェンダーギャ

ップ対策室と共同で２回ほど全体会議をさせてい

ただきました。地域づくりは、皆さんが各地域で取

り組んでおられますけれども、地域づくり計画の中

では、多様な意見を入れ込もうねっていうことで地

域づくり計画を進めています。この研修会では、地

域雇用、地域で雇用されてる職員も対象としており

ましたので、研修という部分では実施できてるのか

なと思っております。 

 あとはちょっと個別対応になるかなと思ってい

ます。ご指摘のあったことは、駄目だと思っていま

すので、具体的に、必要があれば、どんどん手を入

れていきたいなと思っております。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。そうですね、

それぞれに分かりやすい答弁いただいたので、また
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その連携は深めていただくとともに、ハラスメント

のことはまた個別で、じゃあ、ちょっとお話しさせ

ていただくということで、引き続きよろしくお願い

します。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） ほかはどうですか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） ２点お伺いします。 

 まず、ジェンダーギャップ対策室の所管されてる

職員に対する色々な研修の考え方と、それから人事

課で所管されております職員研修基本方針ですか、

そういうものの関係は、ダブってる部分が結構ある

んじゃないかなというふうに思うんですけども、要

するに市役所の中ではどういう位置関係っていう

か、例えば人事課の方針は、ここの一部をジェンダ

ーギャップだと捉えるようなことになっておって、

その体系の下に進まれてるかどうかというあたり、

もしそういうふうな考え方があれば教えてくださ

い。 

 もう一つ、地域コミュニティのマネジャーの関係

なんですけども、地域マネジャーっていうのは、本

来でいくと、いわゆる以前の公民館の主事ではなく

て、地域の、どういったらいいんでしょうね、やり

くりできるような人が必要ではないかというふう

に思うんですけども、現在の状況を見て、いわゆる

そういう十分地域に対して影響力を及ぼすことが

できるような活動をされてるような方って、どのぐ

らいいらっしゃるか、教えてください。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） キャリアデザイン関係と

人事課のすみ分けなんですけども、ジェンダーギャ

ップのほうでやっていただいてる研修については、

このキャリアデザイン事業に取り組んで、その関係

で出てきた課題を対象にやっていただいてるとい

うのが基本の考え方です。そこでコミュニケーショ

ン能力とかコーチングみたいなことをやったり、ロ

ジカルシンキングみたいなものもやったりしてお

ります。 

 人事のほうでやっておりますのは、それ以外の基

本的な部分、接遇とかメンタルヘルス、今回もやっ

ております説明力、そういったものをやったりとい

うことで、あとは人権研修とか、いろんな研修所へ

の派遣、それから自治大学校への派遣とかそういう

ことで、どちらかというと人事のほうは基礎的な取

組の部分が主になってくるのかなと思っておりま

す。 

 よろしいでしょうか。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、どうぞ。 

○コミュニティ振興課長（若森和歌子） その数とか

数値っていうのはなかなかちょっと、今出てこない

んですけれども、地域マネジャー自体が公民館制度

から移行した職員っていうのがある程度おります。

４月１日の豊岡地域の辞令交付のときにも、まずは

皆さんは地域のために、地域のことを考えるために

雇用されてるんだよっていうことはお知らせをさ

せていただいたことがあります。 

 指標となるかどうかはちょっと判断できないん

ですけど、まずは地域づくり計画が、やはり地域の

ことを考えたものになりますので、それに関わるこ

とで、さらに地域を知ったり、地域の課題を見つけ

ていくことの過程になっていくと思います。ですの

で、地域づくり計画というものが地域の将来を見据

えたものになりますので、現状認識を地域マネジャ

ーも一緒にしているという状況だと思ってます。 

 あとは、会長さんなどの意識もあると思います。

会長さんが地域マネジャーを上手に使うっていっ

たら変ですけれども、一緒になって地域のことを考

えていこうねというような意識を醸成していただ

くのも、重要な役割になっているかなと思っており

ます。 

 ちょっと答えになっているかどうか分からない

んですが、すみません。 

○委員長（村岡 峰男） 次、どうぞ。 

○委員（松井 正志） まず、研修の関係なんですけ

ども、研修をなぜやるかといったら、当然スキルア

ップをしていったり、それが色々な市民サービスに

つながっていくんですけども、同時に、研修を受け

たことに伴って、職員の方が能力が向上すれば、当

然、人事評価でプラス評価につながっていかんなら



 11

んと思うんですけども、そういう面での職員の評価

についてはきちんと反映されてるのかどうか。いわ

ゆるキャリアデザインで研修を受けた方あるいは

人事課の研修で受けた方、そういう方についてちゃ

んとした評価ができているかどうか、その点いかが

でしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） 全ての項目が今現在、そ

ういった研修の効果が反映されてるかっていうと、

それでは全てではないかなとは思ってます。ただ、

この研修を通していろんなことを学んでいきます

ので、そのことでスキルアップしてる部分もありま

すので、そこの部分で今後評価等にも結びつければ

なと思ったりもしております。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） ぜひそうしていただきたいと

思います。恐らく今は、今の制度でいくと、僕の想

像ですけども、人事評価と、それから、そういう昇

格とか昇給とか、人事異動とか、そういうとこがう

まいことつながってないというふうに感じますん

で、努力された方は、そういう方の職員がきちんと

評価されるような仕組みにぜひお願いしたいと思

います。 

 もう一つ、地域マネジャーについてなんですけれ

ども、いろんなやり方があると思います。当然、会

長が、地域マネジャーがやるような仕事も含めてや

られたらいいと思うんですけども、そもそも常勤で

の地域マネジャーが、やはり私は、中心になって地

域を回すようなやり方をしないと、どんな計画をつ

くっても推進は難しいと思いますので、ぜひ市とし

て、そういうふうなことを指導する意味も含めて、

地域マネジャーをぜひ活用していただくとともに

育てていただきたいなというふうに思ってます。 

○委員長（村岡 峰男） 何かいいですか。 

 どうぞ。 

○コミュニティ振興課長（若森和歌子） もちろん地

域マネジャーの資質の向上とか能力の向上は図っ

ていきたいと思いますが、地域マネジャー一人だけ

で地域づくりを行うことはできないと思いますの

で、地域の方々がしっかりとサポートを、一緒にな

って地域づくりをすることが大切であると思って

おります。以上です。 

○委員（松井 正志） 私は地域マネジャー一人でや

れとは申しておりませんし、そういうことは思って

ません。それはそういう人を使えるようにしておか

ないと、単に指示を受けて、指示を待っているよう

な人では駄目だという意味ですので、そういう観点

でぜひ、よろしくお願いします。 

○委員長（村岡 峰男） いいですね。いいですか。 

○コミュニティ振興課長（若森和歌子） はい。 

○委員長（村岡 峰男） ほか、何かありませんか。

ないようでしたら終わりたいと思いますが。 

 それでは、ないようですので、これで前半の部を

終了します。 

 ここで委員の皆さん、当局職員の皆さんから何か

ありましたら、質疑以外で、いいですか。 

 なければ、当局の皆さんにつきましては、ここで

退席していただいて結構です。お疲れさまでした。 

 暫時休憩します。再開は１０時２５分です。 

午前１０時１６分休憩 

──────────────────── 

午前１０時２５分再開 

○委員長（村岡 峰男） それでは、休憩前に引き続

き委員会を再開します。 

 後半は、議会事務局、それから政策調整部、デジ

タルトランスフォーメーション推進部、消防本部の

職員に出席を要請しておりますので、ご了承願いま

す。 

 それでは、３番目の自己紹介に入ります。 

 今回は年度当初の委員会であり、４月の人事異動

で当局職員に異動がありましたので、ここで出席者

の皆さんに自己紹介をお願いをしたいと思います。 

 まず、正副委員長、次に委員、続いて当局職員、

最後に事務局という順でお願いします。 

 なお、当局職員は、委員会名簿順で、マイクを使

用してお願いをいたします。 

 最初に、委員長を仰せつかっています村岡です。

どうぞよろしくお願いいたします。 



 12

○委員（松井 正志） 副委員長の松井正志と申しま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○委員（浅田  徹） 浅田でございます。よろしく

お願いいたします。 

○委員（小森 弘詞） 小森弘詞です。よろしくお願

いします。 

○委員（前田 敦司） 前田敦司です。よろしくお願

いします。 

○委員（田原 宏二） 田原宏二です。よろしくお願

いします。 

○委員（太田 智博） 太田です。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、当局の皆さん、順

番でお願いいたします。 

○事務局長（熊毛 好弘） おはようございます。議

会事務局長の熊毛です。２年目に入ります。引き続

きどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局次長（坂本英津子） 失礼します。議会事務

局の次長の坂本です。よろしくお願いします。 

○政策調整部長（塚本 繁樹） 失礼します。政策調

整部長の塚本です。引き続きどうぞよろしくお願い

します。 

○政策調整部次長（久保川伸幸） 政策調整部次長兼

公共施設マネジメント推進室長の久保川です。定年

をしましてから、またちょっと立場が変わりました。

またよろしくお願いします。 

○秘書広報課長（山口 繁樹） 秘書広報課長の山口

と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○秘書広報課参事（小野 弘順） 秘書広報課参事、

小野といいます。よろしくお願いいたします。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 政策調整課長の井上

です。引き続きよろしくお願いいたします。 

○財政課長（長谷川幹人） 財政課長の長谷川です。

よろしくお願いいたします。 

○防災監（山本 尚敏） ４月から防災監の山本尚敏

と申します。総務委員会のほうが１年ぶりというこ

とになります。よろしくお願いします。 

○防災課長（畑中 聖史） 防災課長の畑中聖史と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○デジタルトランスフォーメーション推進部長（谷口

 雄彦） おはようございます。ＤＸ推進部の谷口

でございます。総務委員会は初めてでございます。

よろしくお願いいたします。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） ＤＸ・

行財政改革推進課長の若森でございます。よろしく

お願いします。 

○情報推進課長（中奥  実） 失礼します。情報推

進課長の中奥です。よろしくお願いします。 

○消防長（井﨑 博之） この４月に消防長を拝命い

たしました井﨑と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○消防本部次長（上田 有紀） 失礼します。消防本

部次長を兼ねて総務課長をしてます上田と申しま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○消防本部参事（川見 真司） 消防本部参事兼ねま

して豊岡消防署長の川見と申します。よろしくお願

いいたします。 

○予防課長（井上 光彦） 予防課長の井上と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局主幹（山本 慎二） 事務局の山本です。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（村岡 峰男） ありがとうございました。 

 今年度は当分の間、このメンバーで委員会審査を

対応いただくことになりますので、よろしくお願い

します。 

 それでは、４番の協議事項に入ります。 

 委員会所管事項の事務概要についてを議題とい

たします。 

 まず、当局から一通りの説明を受けた後、各委員

から質疑等を受けたいと思います。 

 なお、委員の皆さん、当局の皆さんは、質疑、答

弁に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡

潔明瞭に行うなど、スムーズな議事進行にご協力を

お願いをいたします。 

 また、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用して発言者名を名のってから行ってい

ただきますよう、ご協力をお願いします。 

 それでは、当局からページ順で説明願います。 
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 まず、政策調整部政策調整課。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 資料５ページをお願

いいたします。政策調整課から、地方創生（人口減

少対策）の推進についてご説明いたします。 

 まず、現況と課題です。人口減少が非常に大きな

問題となっています。人口減少の量的緩和と質的緩

和を同時に図りながら、地方創生を戦略的に進めて

いく必要があります。 

 次の基本方針ですが、２０１９年度に策定した第

２期地方創生総合戦略に基づき、定住する若者、と

りわけ本市で女性の若者回復率が男性に比べて低

いことから、若い女性を増やすことと結婚する若者

を増やすことを対策の柱として、戦略的に地方創生

を推進しています。 

 概要でございます。１つ目に、第２期地方創生総

合戦略の期間ですが、２０２０年度から２０２４年

度までの５年間としており、今年度が中間年に当た

ります。 

 ２番目の戦略体系です。上位目的を、豊岡に暮ら

す価値を認め、豊岡で暮らすことに自信と誇りを持

って住む人が増えている、戦略目的を、暮らすなら

豊岡と考え、定住する若者が増えている、この状態

を実現していくものとしております。 

 ３番目でございます。第２期地方創生総合戦略の

新たな視点ということで、策定時に、（１）から（３）、

多様性を受け入れるまちづくり、ア、女性に選ばれ

るまちづくり（ジェンダーギャップの解消）、イ、

外国人住民との共生推進、深さを持った演劇のまち

づくり、芸術文化観光専門職大学との連携、これを

入れ込んで策定をしております。その後、２０２０

年度には、（４）と（５）、子育て支援の総合拠点

等の整備、スマートコミュニティの推進を留意する

事項として加え、そして、６番目、昨年度について

は地域おこし協力隊の活動推進、これを加えて、そ

れらに留意しながら進めていくこととしておりま

す。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 引き続いて、財政課ですね、

長谷川財政課長。 

○財政課長（長谷川幹人） よろしくお願いします。 

 ６ページをご覧ください。財政課、財政健全化の

推進。 

 現況と課題です。普通交付税の合併算定替えの優

遇措置が終了してます。これは２０２１年度に終了

しています。社会保障関係経費、これ扶助費が増大

している。そして、コロナの対応によって、財政状

況はますます厳しくなってるといった状況の中、２

０２２年度予算は、市民の日々の暮らしを支え続け

ることを念頭に、コロナ対策、あとＤＸの推進、子

育て支援を中心として福祉分野にも力を入れなが

ら、後年度の行財政運営に配慮した編成としており

ます。 

 主な歳入であります市税につきましては、入湯税

以外につきましてはコロナ前に戻るといったこと

でして約６億円の増収。普通交付税、特別交付税に

つきましても同額の約１６６億円。ふるさと納税に

つきましては、２０２１年度、これ速報値で約１１．

６億円入っておりますので、１０億円程度といった

ことで試算をしております。 

 市債につきましては４３％の大幅減といったこ

とで約２８億円、２０２２年度末の一般会計の市債

残高につきましては約４３６億円というふうに見

込んでおります。ただし、自主財源比率は３４％と

いったことでして、依然として脆弱な財政基盤であ

ることには変わりないということです。 

 実質公債費比率も１５％程度というふうに見込

んでおります。２０１６年度から１１．８から増加

傾向にあるといったことですので、市債発行額の抑

制に努めながら、将来世代への負担を考慮した慎重

な財政運営が必要であるということを肝に銘じて

おります。 

 基本方針としまして、第４次行財政改革を強力に

推し進めながら、市有財産の売却であったり、貸付

け等の収入、歳入確保の推進、歳出の効果的、効率

的な実行を図って、不安定なふるさと納税だけに頼

るんではなくて、行政サービスを持続的に提供可能

な財務体質の確立を図りたいというふうに考えて

おります。 
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 概要としまして、１、地方創生臨時交付金です。

地方創生臨時交付金の活用した感染症予防対策、次

ページです、のための取組であったり、企業の業績

悪化対策等の取組、そして観光等の反転攻勢等のた

めの取組を進めたいというふうに考えております。 

 蛇足ですけど、国が現在、４月中にコロナ経済対

策を取りまとめ中ということを聞いております。詳

細が分かり次第、対応していきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いします。 

 ２番、自主財源の確保としまして、債権の適時適

切な管理を行うとともに、徴収面の強化に努める。

また、未利用地、不用物品の計画的な売却処分を実

施して財源確保に努めたいというふうに考えてお

ります。 

 ３、関係団体を含めた財政健全化の対応としまし

て、公営企業、第三セクターに係る経営状況の把握

に努めたいというふうに考えております。 

 ４つ目、指定管理の関係です。指定管理者制度評

価委員会を設置しております。指定管理が満了する

施設について、引き続き同じ制度で施設を管理する

のか、募集方法、指定管理者としての適否について

も評価をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 ５番目、使用料及び手数料の見直しです。これに

つきましては、市の行財政改革大綱において、定期

的な見直しを行うといったことをうたっておりま

す。３年をめどにといったことですので、ちょうど

今年度３年目になりますので、施設の使用料及び手

数料について、行政コストの算定や近隣市等のサー

ビスの比較によって見直しを行いまして、受益者負

担の適正化に努めたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、公共施設マネジメ

ント推進室から、どうぞ。 

○政策調整部次長（久保川伸幸） それでは、資料の

ほうの８ページをご覧ください。公共施設マネジメ

ントの推進ということで、現状と課題ですけれども、

市はたくさん公共施設を抱えておりますが、いずれ

も老朽化が進んでおりまして、更新時期をたくさん

迎えております。そうした中でも、人口減少という

こともあり、財政負担への配慮ということもしなが

ら、最適な施設サービスの提供に向けまして、公共

施設の保有量の最適化を図る必要があるというふ

うに考えております。 

 そういうこともありまして、市のほうでは２０１

４年から公共施設マネジメントに着手をして、２０

１６年に４０年間で延べ床面積が３４％削減する

といった目標の公共施設等総合管理計画と公共施

設再編計画を策定したところであります。その後、

２０１８年から、書いておりますような動きをしな

がら、２０２１年度ですけれども、国の要請に基づ

きまして、公共施設等総合管理計画の改定を行いま

した。また、地域デザイン懇談会を開催いたしまし

て、地域デザインプランということで取りまとめを

させていただいたところであります。 

 いずれにしましても、持続可能な行財政運営のた

めにも、市民の理解を得ながら、着実に公共施設マ

ネジメントを進めていく必要があるというふうに

考えております。 

 基本方針です。施設ごとの具体的な対策をまとめ

ました個別施設計画や公共施設の再編計画という

ことで、これに基づきまして、更新、長寿命化、統

廃合等というような、計画的に進めていきまして、

財政負担の軽減、平準化を図っていきたいというこ

とです。 

 概要としましては、大きく３点を上げております。

１項目めは、継続でありますけれども、公共施設マ

ネジメント推進委員会ということで、その施設量の

最適化、長寿命化、効率的な運営というようなこと

について、施設のサービス水準、いわゆる機能の最

適な、適切な管理ということに努めていきたいと考

えています。 

 ２番目の学校跡地の利活用につきましては、今ま

で財政課のほうで所管しておりましたが、こちらに

移管をしております。廃校となります学校跡地につ

きましても、市や公共施設等での利用がないという

ことであれば、地域のニーズや、そういったことに

配慮をしながら、最終的にそういった利用もないと
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いうことになれば、民間での利用ということについ

ても積極的に進めていくということで考えており

ます。 

 ３番目の公共施設等の包括管理業務委託という

ことで、こちらのほうも今まで政策調整課の行革の

ほうの中で担当しておりましたが、施設関係という

ことで、あわせて、こちらもマネジメントのほうで

進めていくということになります。公共施設の安全

性の向上ですとか長寿命化、それから維持管理の効

率化を図るために、保守点検ですとか、そういった

細々した業務、維持管理の業務を一括でまとめて委

託をしていくというようなことでスケールメリッ

トを図っていきたいということで、これを具体的に

検討を進めていくということが今年度の課題であ

るというふうに考えております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、若森ＤＸ・行財政

改革推進課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） １４ペ

ージをご覧ください。よろしいでしょうか。まず、

行財政改革の推進です。先ほど財政課長が少し説明

しましたので、重複を省いて説明します。 

 現状と課題です。第４次行財政改革大綱に基づい

た取組を進めていきます。 

 次、基本方針です。可能なものから速やかに実行

に移すとともに、取組期間中も引き続き効果を生む

新たな取組を検討、実施してまいります。 

 概要です。先ほど申しました新たな取組として、

まず１番、ＤＸの推進を行います。 

 そして次、２番です。市民の視点での行政サービ

スの向上、市民の視点から手続とか業務フロー等の

見直しを進めていきたいと考えております。 

 ３つ目、時間のマネジメントの推進。ようやく庁

内にこの用語が定着してきたのかなというふうに

思っております。 

 ４つ目、業務の民間委託の推進。先ほど久保川次

長から説明がありましたけれども、施設の包括管理

委託の検討に加えまして、その他、特定期間に多量

の事務処理を行う業務等の民間委託も推進してい

きたいと考えております。 

 そして５つ目、歳入の確保の推進。先ほど説明が

あったとおりでございます。 

 続きまして、１５ページをご覧ください。市役所

ＤＸによる市民サービス向上と業務の効率化です。

先ほどのＤＸの推進の内訳みたいな説明になりま

す。 

 まず、現況と課題です。これは、ＤＸ推進戦略に

記載している内容と同じでございます。まず１つ目、

民間のサービスは進化し、市役所のサービスとの格

差が拡大していること。２つ目、労働力の減少によ

り、２０４０年には、従来の半分の職員で本来担う

べき機能を発揮することが必要と言われているこ

と。３つ目、働き方改革をさらに進める必要がある

が、多様化、複雑化した課題に対応する一方で、職

員数は抑制している。この矛盾をどう解消するかと

いうところです。 

 次、基本方針です。市民等の手続は簡単、便利に

なり、市職員は定型業務をしていた時間を市民サー

ビスの向上に使っているとしております。 

 概要でございます。主な事業で説明します。まず

１つ目、ＡＩ－ＯＣＲ、これは手書きの文字をデー

タ化する機器でございます。それからＲＰＡツール、

これはデータをコピーしたり、張りつけしたりって

いうのを自動でするツールでございます。それから

電子契約、今まで紙に印鑑ついてたやつを、データ

に電子署名というものです。それからローコードツ

ール、難しいプログラミング言語とか使わずに、簡

単にプログラムをつくっていく、そういったものの

利用を拡大していこうと思っております。 

 ２つ目、ＢＰＲ、業務フローの再構築です。何が

できたらいいんだっけから、必要な業務のフローを

見直していくといったものでございます。 

 ３つ目、職員研修、ＤＸ戦略の認識を統一して、

同じところを向いて進んでいく、それから、そうい

ったみんなの認識の統一だけではなくて、じゃあ、

どんなことができるのっていうのを、ランチタイム

勉強会、お昼休みに、我々はモグモグ会と呼んでま

すけども、そういったものを、こんなこともできる

よ、こんなこともできよっていうふうなことも発信
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していきたいと思っております。 

 ４つ目、マイナンバーカードの活用のサービスの

増加と取得方法の周知による普及促進を進めてい

きたいと思っております。 

 ５つ目、豊岡スマートコミュニティの取組です。

今、データ連携基盤、いろんなデータを一つの基盤

の上に載っけていって、それを可視化していく、そ

んなことに取り組んでいこうとしています。また、

市民との対話のデジタル基盤、つまり、市民の皆さ

んにある日、同じ会議室に集まってもらうだけじゃ

なくて、デジタルでそういった対話を重ねていく、

そんなことも進めていこうと検討しているところ

でございます。 

 事業費は記載のとおりでございます。 

 その他でございます。デジタル田園都市国家構想

推進交付金、実はこれの採択を受けております。ス

マートフォンによる申請、これは後述のぴったりサ

ービスとかが使えないサービスでございます。例え

ばぴったりサービスでは保育施設の申込みはでき

るんですけれども、放課後児童クラブの申込みはで

きません。そういったものを拾っていこうと思って

おります。あと、窓口でのタブレット等による説明、

デジタルがうまく使えない人にはデジタルを生か

してより丁寧に説明していく、そんなことを計画し

ておるところでございます。これにつきましては、

６月議会で補正予算として提案させていただきた

いと思っております。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、中奥情報推進課長、

どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） 続きまして、１６ペ

ージをお願いします。スマートフォン等による行政

手続の体制整備ということです。 

 現況と課題につきましては、民間のサービスは

日々進化し、スマートフォン等を使って、いつでも、

どこでも必要なサービス等を受けられるようにな

っている。一方で、豊岡市は、市民が平日昼間に市

役所窓口に足を運び、書類に手書きで書き込む状況

が続いているということです。 

 基本方針としまして、豊岡市のＤＸ推進戦略骨子

で定めております、いつでもどこでも問合せ、手続

等ができるようになっているの実現を目指すとし

ております。 

 概要としまして、ぴったりサービス採用のための

システムの改修を行います。期間としましては２０

２２年度で、オンライン手続の開始予定を２０２３

年の４月としております。事業費は１，２５０万円

で、内容としまして、１つ目が、マイナポータルと

豊岡市の基幹系システムを接続するためのネット

ワーク改修及びファイアウオール等のセキュリテ

ィー機器の導入。２つ目が、ぴったりサービスで入

力された申請データを管理するための申請管理シ

ステムの導入を行います。 

 最後、４つ目です。対象としまして、オンライン

手続の対象となるのは、子育て、介護関連の２６の

手続が対象となります。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 続いて、上田消防本部次長。 

○消防本部次長（上田 有紀） １９ページをご覧く

ださい。それでは、市民の安全と安心を確保する消

防行政の推進についてご説明いたします。 

 まず、現況と課題についてご説明いたします。１

の警防業務における人材育成ですが、（１）につき

ましては、災害現場において効果的な隊の運用を行

うため、新消防指令システムの多目的情報伝送装置

等を活用して、現場の対応力充実を図る必要がある

と考えております。 

 （２）につきましては、安全確実な現場活動が行

えるよう、災害現場での活動経験が少ない若手職員

を中心として、現場の対応力の向上を図ることが課

題であると考えております。 

 （３）につきましては、類似火災の再発防止を図

るため、火災原因調査に関する高度な知識と技術を

持った職員を育成する必要があると考えておりま

す。 

 次に、２の予防業務における人材育成ですが、予

防業務の経験が豊富な職員から、若手職員への予防

行政の継承が早急の課題となっております。予防業

務の知識及び技術を習得する各種研修を実施し、視

野の広い人材を育成する必要があると考えており
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ます。 

 続いて、基本方針ですが、情報伝達ツールを活用

した現場活動を行うとともに、訓練等で現場経験の

不足を補い、現場対応力の充実を図ることといたし

ます。火災原因調査の現場においては、複数の職員

が現場経験できる体制を取ることといたします。ま

た、予防業務として、多様化する防火対象物や危険

物施設への行政指導に対応するため、予防要員の育

成に努めることといたします。 

 続いて、概要です。１の警防業務における人材育

成につきましては、（１）といたしまして、多目的

情報伝送装置等の情報伝達ツールを有効活用し、組

織的な現場活動を行います。また、活動後に映像記

録を活用した研修を行い、指揮能力を含めた現場対

応力の向上を図ることといたします。 

 （２）といたしまして、安全確実な現場活動が行

えるよう、基本、応用訓練の到達目標を設定し、段

階的な訓練を行います。 

 （３）といたしまして、主任火災調査員が指導者

となり、現場での火災原因調査活動を経験すること

により、調査技術及び知識の向上を図ることといた

します。 

 次に、２の予防業務における人材育成につきまし

ては、若手職員育成のため、例年４回実施している

予防技術研修を年６回に増やして実施し、より実践

的な内容に変更いたします。また、予防課員や予防

技術資格者など、経験や知識が豊富な職員とともに

防火対象物の立入検査を行い、予防技術能力の向上

に努めることといたします。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 ここで皆さんから質疑があればお願いをします。

どうですか。 

 どうぞ。 

○委員（前田 敦司） 度々よろしいですか、すみま

せん。いろいろな説明ありがとうございます。 

 １点確認させていただきたいんですが、ＤＸの推

進に関してです。１５ページのところで、その他と

いうことで、デジタル田園都市国家構想推進交付金

っていうのがあるというふうに伺いました。国だっ

たりもデジタルのことを、ＤＸを推進されているの

かなと思うんですが、市の独自の財源ではなくて、

国だったりとか、こういった交付金っていうのが具

体的に今幾らあるのかというのが、もし分かれば教

えていただけたらと思います。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず、

デジタル田園都市国家構想推進交付金です。今回、

豊岡市が採択を受けたのは、国の令和３年度補正予

算の公募に関するものです。そこでは総額２００億

円、国は予算を確保しております。それに対し、今

回、都道府県、市町村合わせて、全体で１２１億円

が採択されたという状況でございます。 

 次に、豊岡市においてですけれども、今、私が説

明させていただいたものと含めて、合計で３本の採

択を受けております。私が説明させていただいた分

ですけれども、事業費ベースで８，２１４万４，０

００円の採択を受けております。そのほか、観光Ｄ

Ｘの分で事業費ベースで２，０００万円、それから

地域モビリティーの分野で事業費ベースで３３０

万円の採択を受けております。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（前田 敦司） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

○委員長（村岡 峰男） ほかにどうぞ。 

○委員（太田 智博） すみません。数点、２点ぐら

い確認の意味で質問させてください。 

 まず、１５ページになります。主な事業の中の

（１）番に、ローコードツール等の利用拡大という

ふうに記載されてますが、たしか昨年の８月に業務

改善ツールの整備ということで報告があったかと

思うんですが、昨年の８月に業務改善ツールの整備

をされて、今回それの利用拡大をするというふうな

意味合いでいいのか、１点教えていただきたいと思

います。 

 もう１点ですけど、昨年、６６０万円ぐらいの予

算をつけて、情報戦略アドバイザリー業務の中で６

つぐらいの業務をされたかと思います。その中に、
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テレワークの運用等による働き方改革の検討なん

かも項目にあったかと思います。そして一般質問の

中で当時の宮田防災監のほうに、コロナが出てきて

る中でクラスターが発生したときの署の職員、ほん

まに回るのかと。そういうときにサテライトオフィ

スなんかを利用するとか、テレワークとかいうふう

な話を一般質問の中でちょっとさせていただいた

経緯もあるんですけど、昨年、このテレワークの運

用等による働き方改革いうのを項目に上げられて、

取組をされてきておられます。今年度はそういう内

容がもうなくて、新たな取組ということで、ぴった

りサービス対応のためのツールシステムの改修と

いうことで項目が変わってるんですけど、昨年のテ

レワーク等の拡大では、もう実質できたというよう

な理解でいいのか、含めて、ちょっと教えていただ

けたらと思います。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 太田委

員の１つ目のご質問についてお答えします。 

 ローコードツールにつきましては、去年、２０ア

カウント、２０個の権利ですね、を導入したところ

でございます。今年はそれに加えて５０、合わせて

７０で運用していきたいというふうに思っている

ところでございます。 

 去年の導入で、例えば出石地域におきまして、大

雨で川の護岸がこんなふうに崩れたっていうのを、

そういった情報を写真と位置情報つきで、スマホを

使ってお知らせいただく、それをこちらは受けて事

務処理をしていく、そんなツールも導入していった

ところです。そういった取組をいろんな地域で、い

ろんな業務で広げていきたいと考えております。以

上です。 

○委員長（村岡 峰男） もう１点は。 

 どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） テレワークにつきま

しては、昨年度、コロナの交付金を使いまして、２

０台整備を行っております。それでもう全てがオー

ケーかっていうと、そうではないんですけども、引

き続きテレワークは継続で行っていきたいと思っ

ております。 

 また、職員の勤務の体制なんかについても、今後

検討は続けていきたいと考えております。以上です。 

○委員（太田 智博） じゃあ、いいです。ありがと

うございました。 

○委員長（村岡 峰男） ほかはありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） ちょっと初歩的な質問をして

申し訳ないんですけども、まず、１４ページの概要

の２番の括弧書きで、子育て関係手続のワンストッ

プ化等というのは、次のページ、１５ページの概要

の３番、その他に書いてあることと同じで、なおか

つ、その具体的なことは１６ページのものだという

ことでいいんですかね。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず、

１４ページの子育て関係手続のワンストップ化っ

ていうのは、今、豊岡地域の方が本庁舎と立野庁舎

を行き来して手続をしなきゃいけないようなもの

があります。そういった手続の、いろんな場所にう

ろうろしながら手続をされている、その状況を見直

そう、役所全体の仕事の仕方を見直そうというもの

でございます。 

 その見直しの一環として……。 

○委員（松井 正志） １５ページですか。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） はい、

その見直しの一環として、１５ページにありますよ

うなスマートフォンによる申請とかがうまく使え

れば、立野庁舎と本庁舎と行き来することもなくな

るでしょうし、もしかすると、そもそも役所に来な

くてもたくさんの手続ができるようになるのでは

ないか、そんなことを考えていきたい。１４ページ

ではその全体像を考えること、１５ページのほうで

はその全体像の一部の手続のデジタル化を、デジタ

ルへの置き換えを行っていく、そんなふうな関係で

ございます。 

○委員（松井 正志） １６ページは。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） １６ペ

ージも、１５ページの一番下と同じように、その手
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続の一部のデジタル化を行っていこうとするもの

です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） １５ページのことをもう少し

詳しく書いたのが１６ページという理解ではおか

しいんですね。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） １５ペ

ージのものと１６ページのものは並列の関係です。

１５ページの一番下と１６ページのものは並列の

関係です。１６ページのものは、国が提供するぴっ

たりサービスというサービスを使用するものです。 

○委員（松井 正志） 分かった、分かった。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） １５ペ

ージのものは市が独自でつくっていくものです。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） そしたら、１６ページの子育

て、介護関連の２６手続っていうのは、具体的には

どういう内容になっとるかいうのは、資料提供をし

ていただけますか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） はい、資料提供をさ

せていただきたいと思います。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、この後できますか。 

○情報推進課長（中奥  実） はい、させていただ

きます。 

○委員長（村岡 峰男） できるだけ早くお願いしま

す。 

○情報推進課長（中奥  実） はい。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 消防のほう、消防本部にお伺

いします。今回の人材育成が課題だということで、

警防業務であったり、予防業務についてちょっと書

いていらっしゃるんですけども、消防の吏員の方は

限られた仕事だと思いますので、一般事務とかの、

こういう異動もないと思う職場ですので、非常にそ

の中でも、人員構成というんか、年齢別の階層だと

か、そういうのが非常に重要なポイントになると思

うんですけども、簡単でいいんですんで、例えば年

代別にどういうラインで、例えば５０歳代に職員の

方が多いのか、４０歳代が多いのか、３０歳代が多

いのか、そういうふうな年齢構成、年齢分布といい

ますか、そういうのはどういうふうになっているの

でしょうか、簡単に見ると。ざっとでいいですよ。 

 というのはね。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） というのは、保健師さんなん

かの女性の技術職って、今５０歳代で何人おると思

う、３人しかいないでしょう、５０歳代は。だから、

そのように職種によっては年齢分布がばらばらに

なってまして、あるいは人材育成を非常に意識され

ているというのは、恐らくそういうような要因がな

いんかなというような気がしましたもんで、もし分

かれば教えてください。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○消防長（井﨑 博之） 先ほどのご質問なんですけ

ども、詳細なグラフというか、分布は分かりかねる

んですが、今おっしゃられた極端な年齢差っていう

のはないというふうに認識しております。ただ、各

年によって多い年もあれば少ない年もあったりし

ますので、極端にこの年齢、５０代が極端に少ない、

３０代が極端に少ないっていうことは今のところ

ないというふうに認識しております。 

○委員（松井 正志） いいですよ。 

○委員長（村岡 峰男） ほかはありませんか。 

○情報推進課長（中奥  実） すみません。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○情報推進課長（中奥  実） 先ほどのぴったりサ

ービスの対象の手続の項目なんですけども、今年度

の予算の２０２２年度主要事業の概要、地域創生事

業以外の中で、６ページに一覧を上げさせてもらっ

てますので、そちらのほうを参照いただきたいと思

います。 

○委員長（村岡 峰男） はい。ほか。ないようであ

れば終わっていいですか。 

 ないようですので、これで後半の部分のほうを終

了します。 

 委員の皆さん、職員の皆さんから、ほかに何かあ
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りましたらご発言願います。ありませんか。 

 ないようですので、当局の皆さんにつきましては、

ここで退席していただいて結構です。お疲れさまで

した。ご苦労さまでした。 

 暫時休憩します。５分ほど休憩、再開は１１時１

０分です。 

午前１１時０６分休憩 

──────────────────── 

午前１１時０８分再開 

○委員長（村岡 峰男） それでは、委員会を再開し

ます。 

 この後は、委員会の重点調査事項についてを議題

といたします。 

 ３ページに、これまでの重点調査事項のまま、今

年度の案としております。こちらをベースに、本日

の事務概要の説明を踏まえた上でご協議をいただ

きたいと思います。何かご意見はありませんか。 

○委員（浅田  徹） このままでいいと思います。 

○委員長（村岡 峰男） ９項目ですね。 

○委員（浅田  徹） はい。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、このままで、９項

目で重点調査事項として、そういうことでご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議ないようですので、

重点調査事項については、以上のように決定しまし

た。 

 続いて、５番、その他に入ります。 

 その他、委員の皆さんのほうから何かあればお願

いをいたします。 

 この会議が始まる前に、議長のほうから、常任委

員会の視察を例年であれば５月にやってきたんで

すが、昨日開かれた県の議長会で、視察は５月はし

ないと、コロナの関係で５月はしないというふうに

決められたようですので、６月以降は、６月という

ようなこともできないんですが、以降については、

それはそのときの判断だということのようでした。 

 したがって、本来であれば、ここで５月にする常

任委員会の視察について協議をするんですが、しな

いということですから、相談もしないということに

なっちゃうのかな。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（太田 智博） その視察っていうのは。 

○委員（松井 正志） 休憩しましょうか。 

○委員長（村岡 峰男） はい、休憩でするというこ

とで。 

午前１１時１０分休憩 

──────────────────── 

午前１１時２０分再開 

○委員長（村岡 峰男） 休憩を閉じて委員会を再開

します。 

 ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ないようですので、以上を

もちまして総務委員会を閉会いたします。ご苦労さ

までした。 

午前１１時２０分閉会 

──────────────────── 

 


